
安全衛生管理について

令和7年6月23日
渋谷労働基準監督署
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労働災害による死亡者数
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労働災害による死亡者数の推移

墜落・転落 飛来・落下 崩壊・倒壊 はさまれ・巻き込まれ 高温・低温の物との接触 全産業 建設業

○ 労働災害による死亡者数は長期的には減少傾向にある。
○ 特に令和６年には、全産業（全体）において大幅に減少（特に建設業において統計集計開始以後で過去最小）している。
○ 建設業においては、事故の型別で、 「墜落・転落」が３分の１から２分の１程度を占めている。
○ 令和７年４月末時点速報値では、前年同期比で、全産業（全体）において増加している。
○ 建設業においては、事故の型別で、 「墜落・転落」が２名 、 「激突され」が１名となっている。
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（資料出所）死亡災害報告
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労働災害による休業４日以上の死傷者数
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○ 労働災害による休業４日以上の死傷者数は中期的には全産業において増加傾向にある。
○ 特に令和６年には、全産業において１‰増加、建設業において5.8％減少している。
○ 建設業においては、事故の型別で、「墜落・転落」が３分の１程度を占め、 「転倒」が増加傾向（令和６年には全体の12.4％）にある。
○ 令和７年４月末時点速報値では、前年同期比で、全産業で減少しているが、建設業で増加している。
○ 建設業においては、事故の型別で、 「墜落・転落」が前年同期比で20％増加している。
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労働災害による休業４日以上の死傷者数の推移

墜落・転落 転倒 崩壊・倒壊 はさまれ・巻き込まれ 飛来・落下 全産業 建設業
（資料出所）労働者死傷病報告



労働災害防止計画（第14次東京労働局労働災害防止計画）

○ 死亡災害及び休業４日以上の死傷者数については、2022 年と比較して 2027 年までに５％以上減少（アウトカム指標）
○ 建設業における死亡者数を 2022年と比較して 2027年までに 15％以上減少（アウトカム指標）
○ 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85％以上（アウトプット指標）
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労働災害による休業４日以上の死傷者数の状況
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（自主点検結果※）墜落・転落災害の防止に関する

リスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合

墜落・転落災害の防止に関する

リスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合
※ 令和５年度年末・年始 Safe Work 推進強調期間（令和５年11月21日から令和６年１月31日まで）
における取組の一環として、東京労働局管内の事業場を対象とした労働災害防止対策の取組に係る自主
点検（東京労働局管内の 10,000 事業場を対象。有効回答数は 2,190 事業場（21.9%）。）結果。

（資料出所）死亡災害報告、労働者死傷病報告
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建設業における休業４日以上の死傷者数（令和６年、事故の型

別）

墜落・転落 転倒 はさまれ・巻き込まれ

切れ・こすれ 飛来・落下 動作の反動・無理な動作

激突され 激突 崩壊・倒壊

高温・低温の物との接触 交通事故（道路） 有害物との接触

踏み抜き おぼれ 感電

火災 その他

「転倒」に係る労働災害発生状況
○ 休業４日以上の死傷者数について、建設業においては、事故の型別で、「転倒」が「墜落・転落」に次いで多く増加傾向（令和６年には
全体の12.4％）にある。
○ 労働災害防止計画において、「エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組（安全衛生管理体制の確立、
職場環境の改善等）を実施する事業場の割合を 2027 年までに 50％以上」をアウトプット指標としている。
○ 自主点検結果においては、エイジフレンドリーガイドラインを知っている事業場の割合は34.2％、そのうち取組を実施する事業場の割合
は 31.8%となっている。（0.342×0.318＝0.108756）
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（資料出所）死亡災害報告、自主点検結果



「転倒」による休業４日以上の死傷者数
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（令和６年、事故の型別）
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「転倒」による休業４日以上の死傷者数の推移

全事故の型 転倒 転倒割合（％）

○ 「転倒」による休業４日以上の死傷者数は、約20年の間に倍増している。
○ 「転倒」による休業４日以上の死傷者数の割合は、約20年の間に約12％増加している。
○ 令和６年の全産業における休業４日以上の死傷者数について、事故の型別では、「転倒」が28.1％を占め、「動作の反動・無理な動作」
と合わせると約半数を占め、更に「墜落・転落」のうち「転落」と思われるものも合わせると過半数を占めると考えられる。

（資料出所）労働者死傷病報告

（％）
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「転倒」の年齢別死傷年千人率（全国）

エイジングに伴う身体能力の変化
○ 「転倒」の年齢別死傷年千人率（全国）によると、50代後半以降では、20代前半と比較すると、年千人率が約10倍となっている。
○ 20代前半を基準とすると、50代後半には、平衡機能が48％、瞬発反応が71％、動作速度が85％、薄明順応が36％となっている。
○ 20代前半を基準とすると、50代後半には、脚筋力が半分程度、敏捷性が半分程度となっている。

（資料出所）労働者死傷病報告、労働力調査、エイジングアクション100

○ エイジングに伴い、バランス感覚が低下する、筋力が低下するなど身体能力が低下する。
○ エイジングに伴い、転びそうになりやすく（バランス感覚の低下）、転びそうになったときに反応できなくなりやすく（敏捷性の低下）、転び
そうになったときに耐えられないようになりやすく（脚筋力の低下）、転んだときに痛めやすくなり、重症化しやすくなりやすく（抗病回復力
の低下、傷病を少なく止める能力の低下）なる。
○ 特に、明るいところから暗いところに移ったときには、順応に時間がかかりやすく（薄明順応の低下）なる。
○ エイジングは一定の年齢等を境として急激に進行するものではなく、ゆっくりと進行する。



化学物質による健康障害防止対策

リスクアセスメント対象物にばく露
される程度を最小限度
・代替物等を使用する。
・発散源を密閉する設備、局所排気
装置または全体換気装置を設置し、
稼働する。
・作業の方法を改善する。
・有効な呼吸用保護具を使用する。















化学物質の自律的な管理に関する自主点検表
下記１から順番に、解説やリンク先の情報等を参照に事業場の状況を確認しましょう。
１ 事業場で製造・取り扱っている化学物質がリスクアセスメント（ＲＡ）対象物であるかを把握していますか。
【解説】
化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、小分け等により化学物質等を含む製品

化を行うことも「製造」に該当します。令和６年４月１日時点のＲＡ対象物は2次元コード①からリストをダウン
ロードできます。また、令和７年４月１日に約700物質、令和８年４月１に約800物質が追加される予定です。追
加物質については２次元コード②から確認することが出来ます。

① RA対象物質

② R7・R8追加分

２ 化学物質管理者を選任していますか。
【解説】
令和６年４月１日からＲＡ対象物の製造・取扱事業場等において化学物質管理者を選任することが義務となっ

ています。化学物質管理者は、化学物質の自律的な管理のキーパーソンです。化学物質管理者の選任については、
2次元コード③のQA No.2-1-1から2-1-10をご確認ください。

３ リスクアセスメント（RA）を実施していますか。
【解説】
リスクアセスメントとは、作業による労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リス

クの低減対策を検討することです。2次元コード④のQA Q1-1,1-2も参照してください。

④ RA関係 QA４ リスクアセスメント（RA）の結果に基づくリスク低減措置を行っていますか。
【解説】
法令に講ずべき措置が定められている場合は、リスクアセスメントの結果に関わらず、定められた措置を必ず

実施しなければなりません。2次元コード④のQA Q12-1,12-2も参照してください。

５ 安全データシート（SDS）とリスクアセスメントの結果等を労働者に周知し、教育を行っていますか。
【解説】
化学物質を取り扱う労働者が常時ＳＤＳを確認できるよう周知し、労働者に教育や周知を行う必要があります。
2次元コード⑤のQA Q15-1,15-2も参照してください。

６ リスクアセスメントの結果、リスク低減措置として保護具を使用する場合、保護具着用管理責任者を選任し
ていますか。

【解説】
令和６年４月１日からリスクアセスメントの結果、リスク低減措置として保護具を使用する場合、保護具着用

管理責任者の選任が必要となります。主な職務としては、保護具の適正な選択、適正な使用、保守管理となって
います。選任については、2次元コード③のQA No.2-2-1から2-2-3をご確認ください。

③ 新たな規制QA

⑤SDS関係 QA





労働者死傷病報告の報告事項が改正され、
電子申請が義務化※されました

令和７年（2025年）１月１日施行

令和６年３月１８日公布

※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

労働者死傷病報告
総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者産業医選任報告
定期健康診断結果報告
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告（ストレスチェック）
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
有機溶剤等健康診断結果報告
じん肺健康管理実施状況報告



職場における熱中症対策の強化について



労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場
のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働
災害防止の推進等の措置を講ずる。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号
条約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。

② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

４．機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

５．高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
○ 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

令和８年４月１日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和８年１月１日、３③は令和８年10月１日、１②の一部は令和９年１月１
日、１①及び②の一部は令和９年４月１日、２は公布後３年以内に政令で定める日、３①は公布後５年以内に政令で定める日）

改正の趣旨

施行期日

改正の概要

このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。



ご静聴ありがとうございました。


